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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均粒子径０．０１～１ｍｍの有色骨材、結合材、吸着性物質及び／または光触媒物質を
必須成分とし、有色骨材１００重量部に対し、結合材を固形分換算で３～３０重量部、吸
着性物質を５０重量部以下、光触媒物質を１０重量部以下含有し、厚みが０．２～８ｍｍ
である粒子凝集型通気体の表面に、薄片状の通気遮断材料が散在した状態で埋設されてお
り、該薄片状の通気遮断材料が雲母、タルク、板状カオリン、珪砂、硫酸バリウムフレー
ク、アルミナフレーク、ガラスフレーク、貝殻片、金属片、ゴム片、プラスチック片、木
片、わらすさ、植物片から選ばれることを特徴とする板状通気体。
【請求項２】
該薄片状の通気遮断材料が、天然雲母であることを特徴とする請求項１に記載の板状通気
体。
【請求項３】
該粒子凝集型通気体の表面において該通気遮断材料が占める面積は、２～５０％であるこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載の板状通気体。
【請求項４】
調湿材の上に、請求項１～３のいずれかに記載の板状通気体が積層されていることを特徴
とする積層体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築物における壁面、天井等の内装仕上面に適用できる板状通気体及び積層
体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、快適な居住空間に対する関心が高まっている。これに関し、壁、天井等の内装面
の表面仕上げにおいては、結露防止やカビ発生防止、あるいは湿度の調整による不快感抑
制、等の機能を有する調湿性仕上材への期待が高まっている。
　例えば、特許文献１（特開２００１－１８３１２号公報）には、通気性を有する不織布
と覆材との間に備長炭粒子を固定化した調湿シートが開示されている。また、特許文献２
（特開２００３－１５５７８６号公報）には、吸放湿性材料と水硬性物質とを含む吸放湿
性基材の少なくとも一面に、吸放湿性材料粒粉が添加された塗料による塗膜層が形成され
てなる吸放湿性建材が開示されている。
【０００３】
　ところで、近年、室内環境においてはシックハウス問題等が社会的にクローズアップさ
れている状況であり、各種有害ガスの拡散防止が求められている。このような有害ガスと
しては、例えば、ホルムアルデヒド、アンモニア、硫化水素、メチルメルカプタン、トリ
メチルアミン等が挙げられる。上述の特許文献では、木炭、珪藻土、シリカゲル、ゼオラ
イト、アロフェン等の吸放湿性材料が使用されており、このような吸放湿性材料による有
害ガスの吸着性能もある程度期待できる。しかしながら、吸放湿性材料の性能に頼るのみ
では、有毒ガスの吸着効果には限界がある。また、一旦吸着された有害ガスが、再度室内
空間へ放出されるおそれもある。このような有害ガスの再放出は、室内環境向上の妨げと
なるものである。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１８３１２号公報
【特許文献２】特開２００３－１５５７８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述のような問題点に鑑みなされたものであり、調湿性能を有する内装仕上
面において、有害ガスの吸着性能、再放出防止性能等を高めることを目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、有色骨材と、結合材と、
吸着性物質及び／または光触媒物質とを必須成分とする粒子凝集型通気体の表面に、薄片
状の通気遮断材料が散在した状態で埋設されてなる板状通気体が、調湿材の上に積層され
る材料として適していることを見出し、本発明を完成させるに至った。
　すなわち、本発明は以下の特徴を有するものである。
【０００７】
１．平均粒子径０．０１～１ｍｍの有色骨材、結合材、吸着性物質及び／または光触媒物
質を必須成分とし、有色骨材１００重量部に対し、結合材を固形分換算で３～３０重量部
、吸着性物質を５０重量部以下、光触媒物質を１０重量部以下含有し、厚みが０．２～８
ｍｍである粒子凝集型通気体の表面に、薄片状の通気遮断材料が散在した状態で埋設され
ており、該薄片状の通気遮断材料が雲母、タルク、板状カオリン、珪砂、硫酸バリウムフ
レーク、アルミナフレーク、ガラスフレーク、貝殻片、金属片、ゴム片、プラスチック片
、木片、わらすさ、植物片から選ばれることを特徴とする板状通気体。
２．該薄片状の通気遮断材料が、天然雲母であることを特徴とする１．に記載の板状通気
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体。
３．該粒子凝集型通気体の表面において該通気遮断材料が占める面積は、２～５０％であ
ることを特徴とする１．または２．に記載の板状通気体。
４．調湿材の上に、１．～３．のいずれかに記載の板状通気体が積層されていることを特
徴とする積層体。
 
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、内装仕上面において調湿性能を確保しつつ、有害ガスの吸着性能、再
放出防止性能等を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１０】
　本発明の板状通気体は、調湿材の上に積層される材料であり、調湿材の水蒸気吸脱着性
を阻害せず、有害ガスの吸着性能、再放出防止性能等を高める性能を有するものである。
この板状通気体は、有色骨材と、結合材と、吸着性物質及び／または光触媒物質とを必須
成分とする粒子凝集型通気体（以下単に「通気体」ともいう）の表面に、薄片状の通気遮
断材料が散在した状態で埋設されたものである。
【００１１】
　このうち、有色骨材としては、自然石の粉砕物、陶磁器の粉砕物、及び着色骨材から選
ばれる少なくとも一種以上が使用できる。このような有色骨材は、装飾性を付与する成分
である。本発明では、色相が異なる２種以上の有色骨材を組み合わせて用いることにより
、積層体表面の多彩感を高めることができる。有色骨材の色相は、無彩色、有彩色のいず
れであってもよく、本発明の効果が損われない限り、透明性を有するものであってもよい
。具体的には、例えば、大理石、御影石、蛇紋岩、花崗岩、蛍石、寒水石、長石、珪石、
珪砂等の粉砕物、陶磁器粉砕物、セラミック粉砕物、ガラス粉砕物、ガラスビーズ、樹脂
粉砕物、樹脂ビーズ、樹脂チップ、金属粒、木粉等や、それらの表面を着色コーティング
したもの等が挙げられる。なお、本発明における有色骨材は、粒状の形状を有するもので
あり、後述の通気遮断材料とは異なるものである。
【００１２】
　有色骨材の平均粒子径は０．０１～１ｍｍ（好ましくは０．０２～０．５ｍｍ）である
。平均粒子径が０．０１ｍｍ未満では、十分な通気性が得られ難く、下層の調湿性能を阻
害するおそれがある。また、有色骨材による多彩感が得られ難く、仕上り外観が単調な色
彩となってしまう。通気体が光触媒物質を含む場合には、通気体内部の光触媒物質に光が
届きにくくなり、有害ガス分解効果の点で不利となる。有色骨材の平均粒子径が１ｍｍ超
の場合は、板状通気体の隠蔽性が不十分となり調湿材が露出しやすく、また汚染物質の拭
き取り等が困難となるおそれがある。なお、本発明における平均粒子径は、ＪＩＳ　Ｚ８
８０１－１：２０００に規定される金属製網ふるいを用いてふるい分けを行い、その重量
分布の平均値を算出することによって得られる値である。
【００１３】
　通気体における結合材としては、例えばセメント、石膏、樹脂等が使用できる。有色骨
材の色彩を活かすためには、透明被膜が形成可能な樹脂が好適である。このような樹脂と
しては、例えば、酢酸ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ウ
レタン樹脂、アクリルシリコン樹脂、フッ素樹脂等が挙げられる。
【００１４】
　有色骨材と結合材の比率は、有色骨材１００重量部に対して、結合材を固形分換算で３
～３０重量部（好ましくは５～２０重量部）とする。両成分の比率がこのような範囲内で
あれば、十分な通気性を有する粒子凝集型通気体を形成することが可能となる。結合材が
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３重量部未満である場合は、有色骨材の脱離等が発生しやすくなる。結合材が３０重量部
を超える場合は、下層の調湿性能を阻害するおそれがあり、また通気体の厚膜化等が困難
となる。
【００１５】
　吸着性物質は、有害ガス（例えば、ホルムアルデヒド、アンモニア、硫化水素、メチル
メルカプタン、トリメチルアミン等）の吸着、再放出防止に有効な成分である。吸着性物
質としては、例えばアミン化合物、尿素化合物、アミド化合物、イミド化合物、ヒドラジ
ド化合物、アゾール化合物、アジン化合物、層状リン酸化合物、アルミノ珪酸塩等が挙げ
られる。この中でも、層状リン酸化合物、アルミノ珪酸塩から選ばれる１種以上が好適で
あり、特にアルミノ珪酸塩が好適である。このような吸着性物質の平均粒子径は、通常０
．５～１００μｍ（好ましくは１～５０μｍ）程度である。
【００１６】
　このうち、層状リン酸化合物としては、層状リン酸ジルコニウム、層状リン酸亜鉛、層
状リン酸チタン、層状リン酸アルミニウム、層状リン酸マグネシウム、層状リン酸セリウ
ム等が挙げられ、これら層状リン酸化合物にアミン化合物がインターカレートされたもの
好適である。アミン化合物としては、例えば、メチルアミン、エチルアミン、アニリン、
エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペ
ンタミン、ペンタエチレンヘキサミン、プロピレンジアミン、ジプロピレントリアミン、
トリプロピレンテトラミン等が挙げられる。
　アルミノ珪酸塩としては、亜鉛、銅、銀、コバルト、ニッケル、鉄、チタン、バリウム
、スズ及びジルコニウムから選ばれる少なくとも１種の金属とアルミニウムと珪素の複合
酸化物が挙げられる。
【００１７】
　吸着性物質の構成比率は、有色骨材１００重量部に対し、通常５０重量部以下、好まし
くは０．０１～５０重量部、より好ましくは０．１～４０重量部、さらに好ましくは０．
５～３０重量部とする。吸着性物質の構成比率が小さすぎる場合は、有害ガスの吸着効果
、再放出防止効果等が不十分となる。吸着性物質の構成比率が大きすぎる場合は、表面意
匠性や耐水性等に悪影響を与えるおそれがある。また、コスト面でも不利となる。
【００１８】
　光触媒物質は、有害ガスの分解、再放出防止に有効な成分であり、さらに、板状通気体
表面に付着した汚染物質（タバコのヤニ等）を分解する性能も有する。光触媒物質として
は、例えばＴｉＯ２、ＺｎＯ、Ｂｉ２Ｏ３、ＢｉＶＯ４、ＳｒＴｉＯ３、ＣｄＳ、ＩｎＰ
、ＩｎＰｂ、ＧａＰ、ＧａＡｓ、ＢａＴｉＯ３、ＢａＴｉＯ４、ＢａＴｉ４Ｏ９、Ｋ２Ｎ
ｂＯ３、Ｎｂ２Ｏ５、Ｆｅ２Ｏ３、Ｔａ２Ｏ５、Ｔａ３Ｎ５、Ｋ３Ｔａ３Ｓｉ２Ｏ３、Ｗ
Ｏ３、ＳｎＯ２、ＮｉＯ、Ｃｕ２Ｏ、ＳｉＣ、ＭｏＳ２、ＲｕＯ２、ＣｅＯ２等の他、こ
れらと金属、金属酸化物、層状化合物等との複合体等が挙げられる。このような光触媒物
質の平均粒子径は、通常０．００１～１μｍ（好ましくは０．０１～０．５μｍ）程度で
ある。
【００１９】
　光触媒物質の構成比率は、有色骨材１００重量部に対し、通常１０重量部以下、好まし
くは０．０１～１０重量部、より好ましくは０．０５～５重量部、さらに好ましくは０．
１～３重量部とする。光触媒物質の構成比率が小さすぎる場合は、有害ガスの分解効果、
再放出防止効果が不十分となる。光触媒物質の構成比率が大きすぎる場合は、結合材の早
期劣化を招くおそれがあり、また、板状通気体の色彩が制限されやすくなる。
【００２０】
　本発明では、上述の吸着性物質と光触媒物質を併用することが望ましく、このような物
質の併用によって、有害ガスの吸着性、分解性、再放出防止性等において長期にわたり優
れた性能を得ることができる。
【００２１】
　本発明では、上述のような有色骨材と、結合材と、吸着性物質及び／または光触媒物質



(5) JP 5259251 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

とを含む混合物を成形することにより、粒子凝集型通気体を得ることができる。この粒子
凝集型通気体は、有色骨材等の粒子が比較的少量の結合材で固定化された状態、すなわち
粒子どうしが凝集した状態で、粒子間の空隙により通気性が発現されるものである。粒子
凝集型通気体には、本発明の効果が著しく損なわれない限り、必要に応じ上述の成分以外
に、例えば、顔料、繊維、可塑剤、抗菌剤、防黴剤、防虫剤、難燃剤、架橋剤、滑剤、造
膜助剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、ブロッキング防止剤等、あるいは平均粒子径１ｍｍ
超の骨材等が含まれていてもよい。
【００２２】
　粒子凝集型通気体の厚みは、通常０．２～８ｍｍ、好ましくは０．５～４ｍｍ、より好
ましくは０．８～２ｍｍである。粒子凝集型通気体の厚みがこのような範囲内であれば、
通気性を確保しつつ、通気体に十分な美観性、隠蔽性等を付与することができる。
【００２３】
　本発明の板状通気体は、上記粒子凝集型通気体の表面に、薄片状の通気遮断材料が散在
した状態で埋設されていることを特徴とするものである。本発明の通気遮断材料とは、通
気体表面の一部分を占めるように存在する薄片状の材料であり、有毒ガス等が通過する際
に、通気体内部に対流を生じさせるものである。本発明では、このような通気遮断材料の
作用により、下層の調湿材の水蒸気吸脱着作用に伴い、有毒ガスの吸着及び／または分解
（以下単に「吸着分解」ともいう）が促進される。具体的に、有毒ガスの大半は吸湿時に
通気体内で吸着分解される。仮に有毒ガスが通気体を通過して調湿材に到達した場合であ
っても、これらは放湿時に再度通気体を通過する。その際、通気体の表層に存在する通気
遮断材料の作用により、通気体の内部では対流が生じる。この対流によって、有毒ガスが
吸着性物質や光触媒物質に接触する確率が高まり、吸着分解作用が効率的に発揮されるこ
ととなる。
【００２４】
　本発明における通気遮断材料としては、上述のような作用が発揮可能なものであれば、
その素材は特に限定されず、例えば雲母、タルク、板状カオリン、珪砂、硫酸バリウムフ
レーク、アルミナフレーク、ガラスフレーク、貝殻片、金属片等の無機質片、あるいはゴ
ム片、プラスチック片、木片、わらすさ、植物片等を使用することができる。これらは、
コーティング等による処理が施されたものであってもよい。
【００２５】
  通気遮断材料としては、透明性を有するものが好適である。通気遮断材料が透明性を有
することにより、通気体内部に光触媒物質が含まれる場合、その光触媒物質による有毒ガ
ス分解作用を高めることができる。このような材料の透明性は、薄片状の厚さ方向におい
て透明性を有するものであればよい。透明性を有する通気遮断材料としては、例えば天然
雲母、透明ガラスフレーク、透明プラスチック片等が挙げられ、特に天然雲母が好適であ
る。これらは、透明性が損なわれない範囲であれば、着色されていてもよい。
【００２６】
　通気遮断材料の平均粒子径は、通常０．０５～２０ｍｍ、好ましくは０．１～１５ｍｍ
、より好ましくは０．５～１０ｍｍであり、平均厚みは、通常０．００１～２ｍｍ、好ま
しくは０．００５～１ｍｍ、より好ましくは０．０１～０．３ｍｍである。なお、ここに
言う平均粒子径は、ＪＩＳ  Ｚ８８０１－１：２０００に規定される金属製網ふるいを用
いてふるい分けを行い、その重量分布の平均値を算出することによって得られる値である
。平均厚みは、例えばマイクロメーターにより測定される値の平均値である。
【００２７】
　粒子凝集型通気体の表面において通気遮断材料が占める面積は、本発明の効果が奏され
る範囲内で適宜設定すればよい。但し、通気遮断材料が占める面積が大きすぎる場合は、
下層の調湿材の性能が阻害されるおそれがあるため注意を要する。粒子凝集型通気体の表
面において通気遮断材料が占める面積は、通常２～５０％（好ましくは５～４０％、より
好ましくは１０～３０％）程度とすればよい。このような範囲内であれば、下層の調湿性
能を十分に確保しつつ、有毒ガスの吸着分解促進効果を得ることができる。
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【００２８】
　本発明の板状通気体は、例えば、
（１）通気遮断材料を型枠内の底面に散在させた後、通気体形成用組成物を型枠内全体に
塗付し、当該組成物を乾燥させた後に脱型する方法、
（２）通気体形成用組成物を板状に成形する際に、通気遮断材料を散布する方法、
等により製造できる。
上記（１）において使用する型枠としては、例えばシリコン樹脂製、ウレタン樹脂製、金
属製等の型枠、あるいは離型紙を設けた型枠等が使用できる。
　また、上記（２）の通気体形成用組成物を板状に成形する方法としては、例えば、シー
ト状基材に通気体形成用組物を塗付する方法が挙げられる。このシート状基材としては、
積層する調湿材の効果を阻害しないものであれば特に限定されないが、可とう性を有する
ものが好ましく、例えば、合成紙、ガラス繊維、ポリエステル繊維、ビニロン繊維等の繊
維からなる織布又は不織布、セラミックペーパー、ガラスクロス、メッシュ等が挙げられ
る。
【００２９】
上記（１）では型枠側が積層体表面となるため、型枠内側の形状を調整することで、積層
体表面に所望の凹凸模様を付与することができる。一方、上記（２）では、通気体形成用
組物の乾燥前に種々の凹凸模様を形成することもできる。
　上記（１）、（２）において各材料を塗付する際には、例えばスプレー、ローラー、こ
て、レシプロ、コーター、流し込み等の手段を用いた方法を採用することができる。また
、通気体形成用組成物を乾燥させる際には、加熱することもできる。
　上記（２）では、通気体形成用組成物が未乾燥のうちに通気遮断材料を散布することが
望ましい。
【００３０】
　板状通気体の製造時には、本発明の効果を阻害しない限り、例えば、補強材（織布、不
織布、セラミックペーパー、合成紙、ガラスクロス、メッシュ等）を積層することができ
る。その他、当業者の知識に基づき種々の変更を加えることもできる。
【００３１】
　本発明における板状通気体は、調湿材の上に積層されるものである。調湿材としては、
湿度の変化により水蒸気の吸着（吸湿）及び脱着（放湿）を繰り返し行うことができる性
能を有するものであればよい。このような調湿材としては、例えば吸放湿性物質、結合材
を主成分とするもの等が使用できる。
【００３２】
　吸放湿性物質としては、例えば、ベーマイト、シリカゲル、ゼオライト、硫酸ナトリウ
ム、アルミナ、アロフェン、珪藻土、珪質頁岩、セピオライト、アタバルジャイト、モン
モリロナイト、ゾノライト、イモゴライト、大谷石粉、活性白土、木炭、竹炭、活性炭、
木粉、貝殻粉、多孔質合成樹脂粒等が使用できる。吸放湿性物質の平均粒子径は、通常０
．００１～１ｍｍ、好ましくは０．０１～０．５ｍｍ程度である。
　結合材としては、上記吸放湿性物質を固定化可能なものが使用でき、例えばセメント、
石膏、樹脂等が挙げられる。吸放湿性物質と結合材の比率は通常、吸放湿性物質１００重
量部に対し、結合材が固形分換算で５～５００重量部程度となるように調製すればよい。
【００３３】
　調湿材の吸放湿量は、調湿材の厚みにより変化するが、通常３０ｇ／ｍ２以上（好まし
くは４０ｇ／ｍ２以上）である。このような調湿材を使用することによって、室内空間に
おいて十分な調湿効果を得ることができる。なお、ここに言う吸放湿量は、ＪＩＳ　Ａ６
９０９：２００３「建築用仕上塗材」７．３２．２の手順により、調湿材を対象に測定し
た値である。調湿材の厚みは、通常０．５～８ｍｍ、好ましくは０．６～４ｍｍ、より好
ましくは０．８～２ｍｍである。
【００３４】
　本発明の板状通気体は、主に建築物の内装仕上げに適用できるものである。具体的には
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、住宅、マンション、学校、病院、店舗、事務所、工場、倉庫、食堂等における壁、間仕
切り、扉、天井等に適用できる。このような部位を構成する基材としては、例えば、石膏
ボード、合板、コンクリート、モルタル、タイル、繊維混入セメント板、セメント珪酸カ
ルシウム板、スラグセメントパーライト板、石綿セメント板等が挙げられる。これら基材
は、その表面に既存塗膜を有するものや、既に壁紙が貼り付けられたもの等であってもよ
い。
【００３５】
　本発明の板状通気体は、流通時には板状成形体として取り扱い、これを上述のような建
築物内装面の各部位に施工して内装仕上げを行うことができる。
調湿材は、最終的な仕上面において、板状通気体の下層に存在する状態であればよい。具
体的な内装仕上げ方法としては、例えば、
（ａ）調湿材と板状通気体が一体に積層された積層体を基材に貼着する方法、
（ｂ）基材に調湿材を積層した後、板状通気体を積層する方法、
（ｃ）調湿性を有する基材に板状通気体を積層する方法、
等を採用することができる。本発明では、最終的な仕上面、すなわち調湿材と板状通気体
との積層体において、下層の調湿材による吸放湿性能が有効に作用する限り、ここに例示
した以外の方法で板状通気体を積層することもできる。
【００３６】
　上記（ａ）において、調湿材と板状通気体が一体に積層された積層体とは、例えば、板
状通気体製造時に、調湿材を積層することにより製造されたものである。このような、積
層体を基材に貼着する際には、接着剤、粘着剤、粘着テープ、釘、鋲等を用いて基材に貼
着すればよい。その他、ピン、ファスナー、レール等を用いて固定化することもできる。
上記（ｂ）において、基材に調湿材を積層する方法として、調湿性を有する接着剤、粘着
剤、等の調湿材形成用組成物、あるいは調湿性を有する粘着テープ等で直接基材に接着す
ることにより、積層することもできる。
上記（ｃ）の方法としては、調湿性を有する基材に通気体形成用組成物を塗付する方法、
または、板状通気体を（ａ）と同様に調湿性を有する基材に貼着することにより積層する
こともできる。
　本発明では最終的な仕上面における吸放湿量は３０ｇ／ｍ２以上であればよいが、複数
の調湿材を用いたり、あるいは板状通気体自体に調湿性能を付与する等の手段により、７
０ｇ／ｍ２以上（さらには１００ｇ／ｍ２以上）とすることも可能である。
【実施例】
【００３７】
　以下に実施例を示し、本発明の特徴をより明確にする。
【００３８】
（調湿材形成用組成物の製造）
　吸放湿性物質１００重量部、結合材１８重量部（固形分）、骨材Ａ１２０重量部、造膜
助剤３重量部、及び水１００重量部を均一に攪拌・混合することにより、調湿材形成用組
成物を製造した。この調湿材形成用組成物の硬化膜（乾燥厚み１．５ｍｍ）の吸放湿量を
、ＪＩＳ　Ａ６９０９：２００３「建築用仕上塗材」７．３２．２の手順によって測定し
たところ、１６０ｇ／ｍ２であった。
【００３９】
（通気体形成用組成物の製造）
・通気体形成用組成物１
　骨材Ｂ１００重量部、結合材８重量部（固形分）、吸着性物質８重量部、光触媒物質１
重量部、造膜助剤２重量部及び水２５重量部を均一に攪拌・混合することにより、通気体
形成用組成物１を製造した。
【００４０】
・通気体形成用組成物２
　骨材Ｂ１００重量部、結合材８重量部（固形分）、造膜助剤２重量部及び水２５重量部
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を均一に攪拌・混合することにより、通気体形成用組成物２を製造した。
【００４１】
　なお、調湿材形成用組成物及び通気体形成用組成物の製造においては、以下の原料を使
用した。
・結合材：アクリル樹脂エマルション（ガラス転移温度１５℃、固形分５０重量％）
・吸放湿性物質：ベーマイト（平均粒子径１５０μｍ）
・骨材Ａ：珪砂（平均粒子径１２０μｍ）
・骨材Ｂ：着色珪砂（淡黄色、平均粒子径１２０μｍ）
・吸着性物質：アルミノ珪酸塩（平均粒子径３μｍ）
・光触媒物質：アナターゼ型酸化チタン（平均粒子径０．０２μｍ）
・造膜助剤：２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールモノイソブチレート
【００４２】
（試験例１）
　離型剤を塗布した型枠（縦１５０ｍｍ×横７０ｍｍ×深さ５ｍｍ）の内面に、
天然雲母（平均粒子径２ｍｍ、平均厚み３０μｍ）を散在させた後、通気体形成用組成物
１を型枠内全体に流し込み、２４時間後、調湿材形成用組成物を流し込み、こてを用いて
平滑にならした。２３℃下で２４時間乾燥後、脱型して積層体１を得た。この積層体１の
調湿材の厚みは１．５ｍｍ、通気体の厚みは１．５ｍｍ、天然雲母が占める面積は８％で
あった。得られた積層体１につき以下の試験を実施した。結果を表１に示す。
【００４３】
（１）調湿性能
　積層体の裏側面をアルミニウム粘着テープでシールした後、ＪＩＳ　Ａ６９０９：２０
０３「建築用仕上塗材」７．３２．２の手順によって測定した。
【００４４】
（２）吸着分解性能１
　予め裏側面をアルミニウム粘着テープでシールした積層体を試料とした。この試料を３
リットルにおい袋に入れ、ホルムアルデヒド（２０ｐｐｍ）を拡散させたｗｅｔ　ａｉｒ
（２３℃・９０％ＲＨ）を、このにおい袋中に充填して密閉した。３０分後、検知管を用
いて、におい袋中のホルムアルデヒド濃度を測定し、吸着分解率を下記式によって求めた
。
吸着分解率（％）＝［（初期ホルムアルデヒド濃度－試験後ホルムアルデヒド濃度）／初
期ホルムアルデヒド濃度］×１００
【００４５】
（３）再放出防止性能
　上記（２）で試験後の試料を新たな３リットルにおい袋中に入れ、ｄｒｙ　ａｉｒ（２
３℃・４５％ＲＨ）を充填して密閉した。このにおい袋を５０℃条件下、２４時間加熱後
、検知管を用いて、におい袋中のホルムアルデヒド濃度を測定し、ホルムアルデヒドの再
放出の有無を確認した。評価は、ホルムアルデヒドの再放出が認められなかったものを○
、再放出が認められたものを×とした。
【００４６】
（４）吸着分解性能２
　積層体の表裏面にそれぞれ漏斗を向い合わせに取り付けるとともに、裏面側の漏斗にポ
ンプを接続し、裏面側の漏斗からアンモニアガス（３０ｐｐｍ）を強制的に透過させた。
３Ｌのアンモニアガスを透過させた後、検知管を用いて、表面側のアンモニアガスの濃度
を測定し、下記式によって吸着分解率を求めた。
吸着分解率（％）＝［（初期アンモニアガス濃度－透過後アンモニアガス濃度）／初期ア
ンモニアガス濃度］×１００
【００４７】
（試験例２）
　天然雲母が占める面積を１５％とした以外は、試験例１と同様にして積層体２を作製し
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【００４８】
（試験例３）
不織布（縦１５０ｍｍ×７０ｍｍ×０．４ｍｍ）上に、通気体形成用組成物１を塗付し、
天然雲母（平均粒子径２ｍｍ、平均厚み３０μｍ）を散在させ、２３℃下で２４時間乾燥
後、板状通気体を得た。この板状通気体の通気体の厚みは１．５ｍｍ、天然雲母が占める
面積は８％であった。
得られた板状通気体をアルミニウム板上に調湿材形成用組成物１を用いて接着、積層（積
層体３）、２３℃下で２４時間乾燥させ積層体３Ａを作製した。なお、このときの調湿材
形成用組成物の厚みは１．５ｍｍとした。
また、得られた板状通気体裏面（天然雲母が散在しない面）に調湿材形成用組成物１を塗
付し、２３℃下で２４時間乾燥させ積層体３Ｂを作製した。なお、このときの調湿材形成
用組成物の厚みは１．５ｍｍとした。
試験例１と同様にして、試験（１）、（２）、（３）を積層体３Ａ、試験（４）を積層体
３Ｂにて実施した。結果を表１に示す。
【００４９】
（試験例４）
　離型剤を塗布した型枠（縦１５０ｍｍ×横７０ｍｍ×深さ５ｍｍ）の内面に、通気体形
成用組成物１を型枠内全体に流し込み、２４時間後、調湿材形成用組成物を流し込み、
こてを用いて平滑にならした。２３℃下で２４時間乾燥後、脱型して積層体４を得た。こ
の積層体４の調湿材の厚みは１．５ｍｍ、通気体の厚みは１．５ｍｍであった。得られた
積層体４につき各試験を実施した。結果を表１に示す。
【００５０】
（試験例５）
　通気体形成用組成物１に替えて通気体形成用組成物２を使用した以外は、試験例１と同
様にして積層体５を作製し、各試験を実施した。結果を表１に示す。
【００５１】
【表１】

 



(10) JP 5259251 B2 2013.8.7

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０４Ｆ　　１３／０８　　　　
              Ｂ３２Ｂ　　　７／０２　　　　
              Ｂ３２Ｂ　　　９／０４　　　　
              Ｅ０４Ｂ　　　１／９２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

